
文京区マンション長期修繕計画作成費助成要綱 

  
２９文都住第６８７号平成３０年３月３０日区長決定 

２０１９文都住第１０８９号令和２年３月３１日区長決定 

２０２０文都住第１１５１号令和３年３月２９日部長決定 

２０２１文都住第７７７号令和４年２月１０日部長決定 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、文京区の区域内（以下「区内」という。）に所在するマンションにおいて、大

規模修繕を実施するために建物及び設備について長期修繕計画を作成するものに対し、予算の範

囲内において当該計画作成に係る費用の一部を助成することにより、区内の住環境及び地域環境

の向上に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところに

よる。 

⑴ 公的住宅 国、地方公共団体、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３

号）第２条第１項に規定する独立行政法人をいう。）又は地方住宅供給公社が供給する住宅をい

う。 

⑵ 分譲マンション ２以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第

６９号）第２条第２項に規定する区分所有者をいう。）が存する建物で人の居住の用に供する専

有部分（同条第３項に規定する専有部分をいう。以下「住宅部分」という。）のあるものをいう。 

⑶ 賃貸マンション 居住目的の賃貸借の用に供する共同住宅をいう。ただし、社宅、従業員住

宅の用に供する住宅及び公的住宅を除く。 

⑷ 管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第

２条第３号に規定する管理組合をいう。 

（助成対象者） 

第３条 この要綱による助成金（以下「助成金」という。）の交付を受けることができる者（以下「助

成対象者」という。）は、次に掲げる条件を備えた者でなければならない。 

 ⑴ 分譲マンションの管理組合 

  ア 管理する分譲マンションの延べ面積（共用部分（建物の区分所有等に関する法律第２条第

４項に規定する共用部分をいう。以下同じ。）を除く。）の２分の１以上が居住用であること。 

  イ 管理組合が適正に運営されていること。 

  ウ 管理規約が整備されていること。 

  エ 長期修繕計画の作成及びその経費について、管理組合の総会又は臨時総会により決議され

ていること。 

  オ 管理する分譲マンションが建築後５年以上経過していること。 

カ 第５条の助成対象経費について、文京区又は他の公共団体から助成金等の交付を受け、又

は受ける予定でないこと。 

キ 第７条の規定による申請を行う日の属する会計年度の末日から起算して１０年以内に本要

綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。 

 ⑵ 賃貸マンションを所有する個人（以下「所有者」という。） 

ア 所有する賃貸マンションの延べ面積（共用部分を除く。）の２分の１以上が居住用であるこ

と。 

  イ 住民税を滞納していないこと。 

  ウ 所有する賃貸マンションが建築後５年以上経過していること。 

  エ 第５条の助成対象経費について、文京区又は他の公共団体から助成金等の交付を受け、又

は受ける予定でないこと。 

オ 第７条の規定による申請を行う日の属する会計年度の末日から起算して１０年以内に本要

綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。 

（助成対象計画） 



第４条 助成の対象となる計画（以下「対象計画」という。）は、国土交通省が平成２０年６月に策

定した「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」に準じて作成

する長期修繕計画とする。 

２ 住宅部分とそれ以外の用途に供する部分が併存するマンションにあっては、住宅部分及び共有

部分に係る計画を助成対象とする。 

３ 建物の一部に公的住宅が併存する分譲マンションの場合であって、当該分譲マンションにおけ

る住宅部分の延べ面積の２分の１以上が公的住宅における住宅部分であるときは、当該建物に係

る計画の全部を助成対象としない。 

４ 建物の一部に公的住宅が併存する分譲マンションの場合であって、当該分譲マンションにおけ

る住宅部分の延べ面積の２分の１未満が公的住宅における住宅部分であるときは、当該公的住宅

における住宅部分を除く住宅部分及び共有部分に係る計画を助成対象とする。 

 （助成対象経費） 

第５条 助成金の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、対象計画の作成に要する経

費（消費税を除く。）とする。 

（助成金の額） 

第６条 助成金の額は、助成対象経費に２分の１を乗じて得た額又は助成限度額５０万円のいずれ

か低い額とする。ただし、算出した助成金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てる。 

２ 助成対象経費とそれ以外の経費との区分ができないときは、それぞれの延べ面積の比率又は戸

数の比率に応じて按分して、助成対象経費を算出するものとする。 

 （助成の申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとする管理組合又は所有者（以下「申請者」という。）は、対象計

画の作成を開始する前に文京区マンション長期修繕計画作成費助成金交付申請書（別記様式第１

号。以下「交付申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

ただし、第５号から第８号までについては申請者が管理組合である場合に限り、第９号から第１

１号までについては申請者が所有者である場合に限り提出するものとする。 

 ⑴ マンションの配置図 

 ⑵ 長期修繕計画の項目等内容が把握できる書類の写し 

 ⑶ 長期修繕計画の作成に要する経費の内訳が確認できる見積書の写し 

 ⑷ マンションの検査済証又は確認済証の写し 

⑸ 管理規約の写し 

⑹ 直近のマンションの総会又は臨時総会で決議された予算書及び決算書の写し並びに決議の際

の議事録の写し 

⑺ 長期修繕計画の作成及びその経費の決議に係る管理組合の総会又は臨時総会の議案及び議事

録の写し 

⑻ 現在の理事長が確認できる書類の写し 

⑼ 住民税納税証明書 

⑽ 建物の登記事項証明書（発行後３月以内のものに限る。） 

⑾ 建物が共有名義の場合にあっては、申請者以外の所有者全員の承諾書 

⑿ その他区長が必要があると認めた書類 

（助成の決定） 

第８条 区長は、交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、かつ、必要な調査を

行い、助成することが適当であると認めたときは文京区マンション長期修繕計画作成費助成決定

通知書（別記様式第２号）により、助成することが適当でないと認めたときは文京区マンション長

期修繕計画作成費助成不承認決定通知書（別記様式第３号）により、申請者に通知するものとす

る。 

（権利譲渡の禁止） 

第９条 前条の規定による助成の決定（以下「助成決定」という。）を受けた者（以下「助成決定者」

という。）は、その権利を第三者に譲渡してはならない。 

（長期修繕計画作成内容の変更） 



第１０条 助成決定者は、助成決定を受けた長期修繕計画の作成内容を変更しようとするときは、

速やかに文京区マンション長期修繕計画作成費助成変更申請書（別記様式第４号。以下「変更申請

書」という。）に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。ただし、当該変更が

軽微なものについては、この限りでない。 

⑴ 第７条の規定により提出した添付書類のうち、当該書類に係る変更内容が確認できる書類 

⑵ その他区長が必要があると認めた書類 

（変更の承認） 

第１１条 区長は、変更申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、当該変更につい

て承認したときは、文京区マンション長期修繕計画作成費助成変更承認書（別記様式第５号）によ

り、助成決定者に通知するものとする。 

（長期修繕計画作成の中止） 

第１２条 助成決定者は、助成決定を受けた長期修繕計画の作成を中止するときは、文京区マンシ

ョン長期修繕計画作成費助成中止届（別記様式第６号）により、速やかに区長に届け出なければな

らない。 

（計画の提出） 

第１３条 助成対象者は、長期修繕計画を作成した場合には、書面により作成業者から当該長期修

繕計画の提出を受けるものとする。 

（実績報告書の提出） 

第１４条 助成決定者は、助成決定を受けた長期修繕計画の作成が完了したときは、文京区マンシ

ョン長期修繕計画作成費助成実績報告書（別記様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、速やかに

区長に提出しなければならない。 

⑴ 助成決定を受けた長期修繕計画作成に係る契約書の写し 

⑵ 助成対象経費に係る領収書の写し 

⑶ 長期修繕計画の写し 

⑷ 助成決定以降に理事長に変更があった場合にあっては、変更が確認できる書類の写し 

（助成金の額の確定） 

第１５条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、内容

が適正であると認めたときは、助成金の額を確定し、文京区マンション長期修繕計画作成費助成

金額確定通知書（別記様式第８号。以下「通知書」という。）により、助成決定者に通知するもの

とする。 

（助成金の交付請求及び支払） 

第１６条 区長から通知書を受けた者は、速やかに文京区マンション長期修繕計画作成費助成金交

付請求書（別記様式第９号）に支払金口座振替依頼書を添えて、区長に請求するものとする。 

２ 区長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。 

（助成決定の取消し） 

第１７条 区長は、助成決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 虚偽その他不正な手段により助成決定を受けたとき。 

⑵ 助成決定を受けた後、正当な理由なく３月を経過しても長期修繕計画の作成に着手しなかっ

たとき。 

⑶ 長期修繕計画作成完了の確認の結果、申請内容に適合していないと認めたとき。 

⑷ 助成金の交付を受ける前に助成決定を受けた長期修繕計画を作成するマンションを他人に譲

渡し、若しくは転貸し、又は居住の用以外の用途に供したとき。 

⑸ 第１１条の規定による承認を受けずに、助成決定に係る長期修繕計画作成の内容を著しく変 

更したとき。 

⑹ この要綱その他法令に基づく区長の命令に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により助成決定の全部又は一部を取り消したときは、文京区マンション長

期修繕計画作成費助成決定取消通知書（別記様式第１０号）により、助成決定者に通知しなければ

ならない。 

３ 第１項の規定は、第１５条の規定による助成金の額の確定があった後においても適用する。 



（助成金の返還） 

第１８条 区長は、前条の規定により助成決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるもの

とする。 

（その他） 

第１９条 助成金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、文京区補助金等交付規則（昭

和４９年１２月文京区規則第４４号）に定めるところによる。 

（委任） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、都市計画部長が別

に定める。 

 

付 則 

  この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 


